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九
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
閣
議
決
定
書
類
の
処
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

当
局
か
ら
内
閣
官
房
に
回
付
す
る
標
記
書
類
の
処
理
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
以
後
最
初
の
閣
議
に
提
案
す
る

も
の
か
ら
、
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

八
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
に
対
す
る
参
考
資
料
の
添
付
に
つ
い
て

な
お
、
政
令
案
が
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
要
綱
の
う
ち
、
当
該
施
行
に
係

る
部
分
に
傍
線
を
引
き
、
「
（
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）
」
と
注
記
さ
れ
た
い
。

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室

首
席
内
閣
参
事
官

今
後
、
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
を
事
務
次
官
等
会
議
及
び
閣
議
に
付
議
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
律
の
要
綱
を

添
付
す
る
よ
う
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
一
三
八

例
②
簡
単
な
改
正
の
場
合
な
ど
で
、
新
旧
対
照
を
上
欄
・
下
欄
に
分
け
ず
に
改
正
点
の
み
を
表
示
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
左
記
方
法
と
す
る
。

罰
（
右
側
に
改
正
条
文
）

く
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

一
一

一

２
政
令
案
及
び
条
約
公
布
案
件
に
係
る
署
名
大
臣
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
附
せ
ん
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
改
め
、
法
律

案
の
場
合
と
同
様
、
い
わ
ゆ
る
署
名
用
紙
（
赤
わ
く
の
も
の
）
ゞ
を
用
い
・
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
い
わ
ゆ
る
署
名
用
紙
は
、
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
公
布
案
件
の
い
ず
れ
に
も
共
用
す
る
こ
と
と
し
、

同
用
紙
の
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
二
三
九

記

作
成
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
も
の

１
法
律
案
閣
議
決
定
関
係
書
類
の
う
ち
国
会
提
出
文
に
係
る
い
わ
ゆ
る
青
紙

２
政
令
案
閣
議
決
定
関
係
書
類
の
う
ち
公
布
文
に
係
る
部
分

３
条
約
承
認
案
件
閣
議
決
定
書
類
の
う
ち
国
会
提
出
文
に
係
る
い
わ
ゆ
る
青
紙

処
理
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
も
の

１
政
令
案
閣
議
決
定
書
類
に
お
い
て
公
布
文
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
い
（
右
－
２
）
、
同
書
類
の
い
わ
ゆ

る
青
紙
の
書
式
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

○
○
○
○
○
○
○

を
審
査
し
た
が
、
右
は
請
議
の
よ
う
に
閣
議
決
定
さ
れ
て

よ
い
と
認
め
る
。政

令
案

提
案
〉

｜
’

(旧）

Ｉ ○
○
○
○
○
○

（
左
側
が
現
行
条
文
）

○
○
○
○
○
○
○
。

内
閣
閣
第
一
八
三
号

昭
和
四
八
年
九
月
二
七
日

１
１
１

（
原
文
横
書
き
）

８
９
４
■
《
Ｐ
ｆ
ｐ
あ
り
Ｄ
ｄ
９
Ｌ
Ｄ
■
■
■
■
■
０
０
▲
■
▲
■
里
■
■
弔
号
■
■
凸
ひ
■
ｅ
■
■
０

０
８
６
日
１
日
■ "必



’
７
２
Ⅱ
く
ぎ
ｆ
４
０
０
８
Ｊ
Ｊ
１
、
ｆ
１

５
や
ｂ
Ｄ
Ｅ
芯
り
こ
ｑ
ヴ
６
８
●
４
５
９
ぞ

Ｉ
８
２
Ｉ
８
Ｉ
Ｂ
Ｂ
口
日
日
９
０
９
１
１
１
８
８
０
１
口
３
『
ｌ
Ｄ
９
６
１
ｒ
ｌ
ｆ
守

令
ｑ
Ｂ
ｊ
８
Ｊ
３
ｏ
、
●
Ｐ
ｊ
ｃ
ｆ
・
ロ
９
２
１
爵
。
ｂ
矛
０
巴
８
凸
四
日
■
ｉ
■
Ｊ
〃
多
巳
．〔

別
添
Ｈ
〕

一
閣
議
請
議
文
書
の
用
紙
規
格
は
、
Ａ
四
判
と
す
る
。

二
閣
議
請
議
文
書
の
形
式
及
び
用
紙
に
つ
い
て

１
閣
議
請
議
書
及
び
そ
の
別
紙
に
つ
い
て

Ｈ
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
は
原
則
一
四
ポ
イ
ン
ト
文
字
で
別
添
の
法
令
案
浄
書
用
紙

（
略
）
（
両
面
便
用
）
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑩
閣
議
請
議
書
横
書
き
と
す
る
。

側
閣
議
請
議
書

！

日
法
律
案
の
閣
議
請
議
に
つ
い
て
は
、
法
律
案
及
び
理
由
の
部
分
に
限
り
、
従
来
ど
お
り
「
穴
な
し
」
を
用
い
る
こ
と

を
認
め
る
。
こ
の
場
合
の
形
式
に
つ
い
て
も
、
ア
の
例
に
よ
る
。

囚
な
お
、
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
及
び
タ
イ
プ
に
よ
る
浄
書
は
、
明
瞭
で
永
久
保
存
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
閣
議
請
議

書
の
正
本
及
び
副
本
に
つ
い
て
は
。
相
互
の
同
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
二
四
一

ア
閣
議
決
定
等
の
本
体
原
則
横
書
き
と
す
る
。
た
だ
し
、
従
来
縦
書
き
で
あ
っ
た
も
の
（
質
問
主
意
書
に
対

す
る
答
弁
書
等
）
は
、
従
来
ど
お
り
。

イ
法
律
案
及
び
政
令
縦
書
き
で
、
そ
の
書
式
は
一
行
四
八
字
、
一
ペ
ー
ジ
一
三
行
詰
め
と
す
る
。

口
タ
イ
プ
に
よ
る
浄
書
の
場
合
は
、
原
則
四
号
活
字
で
、
従
来
使
用
し
て
い
た
用
紙
（
日
本
国
政
府
の
青
枠
薄
紙
）
と

同
じ
紙
質
で
Ａ
三
判
の
用
紙
を
用
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
原
本
と
副
本
は
同
一
タ
イ
プ
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
一
当
局
に
お
け
る
職
権
修
正
の
附
せ
ん
事
務
は
、
従
来
の
タ
イ
プ
及
び
毛
筆
に
加
え
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を
採
用
す

ブ
（
）
◎

二
一
の
事
一

採
用
す
る
。

平
成
五
年
二
月
二
五
日

長
官
総
務
室
第
一
課

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
Ｈ
に
よ
り
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
当
局

に
お
け
る
閣
議
決
定
関
係
書
類
（
い
わ
ゆ
る
青
紙
及
び
赤
紙
）
の
様
式
及
び
そ
の
事
務
等
に
つ
い
て
は
、
同
日
以
後
の
閣

議
に
提
案
す
る
も
の
か
ら
、
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
御
留
意
く
だ
さ
い
。

一
い
わ
ゆ
る
青
紙
及
び
赤
紙
の
様
式
及
び
そ
の
起
案
事
務
等
は
、
別
添
口
の
「
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
等
閣
議

決
定
関
係
書
類
の
様
式
及
び
起
案
例
」
の
例
に
よ
る
。

二
一
の
事
務
に
お
け
る
法
律
案
等
の
題
名
等
の
浄
書
は
、
従
来
の
タ
イ
プ
及
び
毛
筆
に
加
え
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を

形
式
は
、
ア
に
同
じ
と
す
る
。

②
閣
議
請
議
書
の
別
紙

〈
備
考
）

第
四
事
務
処
理
要
領
編

閣
議
関
係
文
書
の
Ａ
判
化
等
に
つ
い
て
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こ
の
の
署
名
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

（
注
）
用
紙
は
、
半
切
と
す
る
。

（
昭
四
八
・
一
二
・
二
七
）
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